
報告書（素案）からの主な修正点

ページ 修正個所 修正内容

全 般 的 

事  項

「基本的視点」，

「検討の方向性」，

「検討の視点」

の表記の修正及び

関係の整理

・「検討の方向性」⇒「検討の視点」

「検討の視点」 ⇒「検討課題」 に修正。

・ 「検討の視点」は，３つの「基本的視点」を４つ

の論点に落とし込んだ場合どうなるかを記載。

・ 「検討課題」では，４つの論点における検討すべ

き事項（小論点）を記載。

・ 「検討の視点」と 「検討課題」は切り口が異な

り，階層構造にはない。

委員意見の記述の

仕方

・第 4回委員会における委員意見を追加するとともに，
 一つ一つの意見を箇条書きで記述（「……との意見も

あった。」等とは記述しない）。

【検討の方向性に

かかる委員意見の

概要】

・もともと 「検討課題」の意見から抽出したもので

意見内容が重複するとともに，ここに記載された意

見が他の意見より重要との印象を与えるので全体を

削除。

1ページ はじめに ・座長の巻頭言の中に報告書の性格を追記。

9ページ ２ これまでの取

組にかかる意見

・「区自治協議会」に係る意見を追加。再掲で，論点２

「区の権限強化」30ページ，論点 3「ガバナンスのあ
り方」36ページにも掲載。

16ページ ２ 区のあり方の

検討における基

本的視点

・「③地域特性の尊重と全市統一性の確保」を「③地域

特性の尊重と市の一体性」に修正。

・説明文に第 4回委員会で出された意見内容を追加。 
20ページ ⅰ）総合区制度の

概要

・制度や現状に対する委員の認識を記載しているため，

「【委員意見】」を「【委員の認識】」に修正。（以下同様）

21ページ ⅲ）検討課題の各

項目の表記

・一部の項目を検討課題にふさわしい表記に修正。

（以下同様）

44ページ ４ 今後に向けて ・委員会での意見は多様でありまとめることにより委

員会での統一した意見との誤解を招くおそれがある

ため，「４ まとめ」は置かない。

・区のあり方の検討における今後の進め方について，

委員会としての意見を 「４ 今後に向けて」とし

て記述。

45ページ 「Ⅲ 委員会概

要」

・委員会の「開催要綱」「名簿」「開催状況」を資料編

ではなく，本編に 「Ⅲ 委員会概要」として記述。
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